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（申請人等の証言） 
・ 現地の状況及び申請人の証言により申請建物全部が取壊されたものと判断した。 
・ 申請人及び取壊し工事人の証言により判断した。 
・ 申請人(代理人)及び町税務担当者の証言により判断した。 
・ 申請人の証言及び本職が取壊中の申請建物を確認により判断した。 
・ 申請人に確認し、主たる建物及び附属建物全部を取壊した日とした。 
・ 申請人の証言によると、昭和５３年に居宅（未登記家屋）を新築した際に、主、附属建物共に全部

取壊したとのこと。 
・ 申請人の母香川花子の証言により、平成 11 年に未登記の居宅、倉庫を新築した際、主、附属建物共

に全部取壊したとの証言を得た。 
・ 別紙，現況写真のとおり，申請建物の所在地及び隣接地周辺には，申請建物に該当する建物は存せ

ず、現在は倉庫（未登記家屋）が存するのみであり，申請人の供述と一致しており，全て取り壊さ

れたものと判断した。申請建物は，平成３０年１月２５日，滅失登記（家屋番号９番）した建物よ

り以前に存したと思われるが，取壊し年月日は不明である。 
 

（証明書等による） 
・ 工事人の「取壊し証明書」の記載から判断した。 
・ 申請人の証言及び取壊業者の請求書記載の日などをもって、申請建物すべてが取壊されたものと判断した。 

■表題（共通）  ■表題変更  ■滅失   

05 調査資料・証言・事実等 
06 資料・証言・事実等の分析 

05 資料等区分 06 調査項目 06 調査結果及び報告事項 

登
記
所
資
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■土地登記記録 ・登記記録との対査 

・利用権限・物理的状

況等の対査 

・登記記録との対査 

 
・登記記録との対査 

・登記記録と申請人・

乙区権利者の有無等 

・ 土地所有者及び土地の現況が一致 
・ 敷地利用権限等の確認。登記記録と現況が一致。 
・ 土地所有者及び土地の状況が一致。 
・ 所在地番の変遷の確認 
・ 物理的状況及び土地利用権限等の確認。一致。 
・ 土地所有者と申請建物との関係の確認。一致 
・ 元土地所有者及び現土地所有者と申請建物の関係を

確認。 

■建物登記記録 ・登記記録との対査 

 

 

 
・登記記録との対査 

 

 

 

・同一地番の既登記建物と申請建物との対査。登記記録が

申請建物でないことの確認 
・申請建物所在地（分筆前）に家屋番号１３４１番１の１（既

登記建物）が存したことを確認 
・同一敷地内の建物の有無とその内容の確認 
・増築部分（取壊した部分）を除き一致 
・既登記建物と申請建物の対査。 
・申請人が所有権登記名義人であることを確認 
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・登記記録との対査 

 

 

 

 

 

 

 

 
・申請人の適格・乙区

権利者 

・既登記建物が物件所在地に存しないことの確認 
・物理的状況および登記名義人と申請人との関係の確認 
・申請建物と現存する建物との状況調査。相違しているこ

との確認。 
・申請建物が現地に存しないことの確認。 
・申請建物の登記情報の確認及びこの建物が現地に存しな

いことの確認。 
・申請建物所有地（合筆前）に家屋番号 4 番 1 の 1 が存在

することの確認。 
・根抵当権者は建物が取り壊されている事を確認している。 

■地図（地籍図） 

■地図に準ずる図面 

・地図との対査 

・地図等による対査 
 

 

・地図との対査 

・地図との対査 
 

・申請建物の位置の確認。一致。 
・敷地の位置・形状等が一致。確認済証添付の配置図、丈

量図と一致。 
・現地及び建築関係資料と整合性あり、所在を確認。 
・建物敷地の位置の確認 
・既登記建物（取壊し済）と新築建物の位置の確認 
・申請建物の敷地形状を確認し、建物位置を特定 
・申請建物の存した位置の確認。現地に申請建物が存しな

いことの確認 

■地積測量図 

土地所在図 
・地積測量図等との対査 

・申請建物の位置の確認、確認済証添付の配置図と形状が

一致。 
・建物敷地の位置の確認。 一致。 

■建物図面 

各階平面図 

・既登記建物との対査 

 
・申請建物との対査 

 

 

 

 

 

 

 
・申請建物との対査 

・既登記建物の特定ができ，変更がないことを確認 
 
・同一敷地内の建物の位置等の確認 
・既登記建物の配置、形状が一致し増築部分を特定できた 
・申請建物の位置・形状につき確認、既登記建物は変更なし 
・建物図面により既登記建物の位置の確認、各階平面図に

より形状及び床面積に変更無きことを確認。 
・申請建物の位置及び既登記部分と増築部分の確認。一致。 
 
・取り壊された建物の位置関係が一致した。 
・申請建物が存した位置及び形状等を確認、取壊し済であ

ることを確認できた。 
・申請建物の敷地の形状および位置の確認。一致。 

 
 
 
 
 
 
 


